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「指定通所介護」 重要事項説明書 
 

当事業所は介護保険の指定を受けています。 

     （茨城県指定  第 ０８７３１００４１６ 号） 

 

当事業所はご契約者に対して指定通所介護サービスを提供します。事業所の概要や提

供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

 

１．事業者 

（１） 法人名       社会福祉法人  明秀会 

（２） 法人所在地     茨城県東茨城郡茨城町若宮字向ヒ３９３－６ 

（３） 電話番号      ０２９ （２９３） ６６１７ 

（４） 代表者氏名     理事長  沼田 仁 

（５）  設立年月日     平成４年１２月２日 

 

２．事業所の概要 

（１） 事業所の種類    指定通所介護事業所・平成１２年１月３１日指定 

（茨城県０８７３１００４１６ 号） 

（２） 事業所の目的    指定通所介護は、介護保険法令に従い、ご契約者（利用者）

が、その有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営

むことができるように支援することを目的として、ご契約者

に、通所介護サービスを提供します。 

（３） 事業所の名所    デイサービスセンター ときわ木園 

（４） 事業所の所在地   茨城県東茨城郡茨城町若宮字向ヒ３９３番地６ 

（５） 電話番号      ０２９ （２９３） ６６１７    

（６） 管理者氏名    大月 加代子 

（７） 運営方針     ① 事業所の従業員は、要介護状態等の心身の特性を踏まえて、

その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能

力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、更に

利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにそ

の家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要援助

を行います。  

② 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・

福祉サービスの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提

供に努めます。 
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（ ８ ） 開設年月日      平成５年１０月１日     

（ ９ ） 事業の実施地域    茨城町・水戸市・大洗町・鉾田市 

（１０） 営業日及び営業時間 

              営業日             月～土 

              営業時間         ８：３０～１７：３０ 

              サービス提供時間     ９：３０～１５：４０ 

 

（１１） 利用定員       ２０人 

 

３．職員の配置状況 

     当事業所では、ご契約者に対して指定通所介護サービスを提供する職員として、 

    以下の職種の職員を配置しています。 

＜主な職員の配置状況＞ 

① 管理者 1名 

管理者は事業所の従業員及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定

通所介護の提供にあたる。 

② 生活相談員 1名以上 

生活相談員は、提供時間に応じて専従で利用者、家族との連絡調整や相談を引

き受け、他機関や行政・ボランと連携を図る。 

③ 看護職員 営業日により専従及び兼務 1名以上 

利用者の健康管理及び緊急時の対応、健康相談、利用者・家族への指導を行う 

④ 介護職員 提供時間に応じて専従で利用者数 15名までは 1名以上、15名を超

える場合にあっては、15 名を超える部分の利用者数を 5 で除した数に 1 を加

えた数以上。   

施設内での日常援助（排泄・入浴・移動・食事等）、プログラム活動の計画実

施・個別援助などのサービス提供にあたる。 

⑤ 機能訓練指導員 専従で 1名以上 

利用者の状況に適合した機能を行い、生活機能の維持改善に努める。 

 

＜主な職種の勤務時間＞ 

     ８：３０～１７：３０ 
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４．当時業者が提供するサービスと利用料金 

     当事業所では、ご契約に対して以下のサービスを提供します。 

     当事業所が提供するサービスについて、 

 

    （１） 利用料金が介護保険から給付される場合 

    （２） 利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合 

    があります。 

 

 （１） 介護保険の給付の対象となるサービス（契約書第４条参照） 

     以下のサービスについては、利用料金の大部分（通常９割）が介護保険から給 

付されます。 

 

＜サービスの概要＞ 

① 食事 

   ・ 当事業所では、栄養士（管理栄養士）の立てる献立表により、栄養並びにご契約

者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を提供します。 

   ・ ご契約者の自立支援のため離床して食事をとっていただくことを原則としてい

ます。尚、セレクトメニューによりお好きな方を選択できます。 

    （食事時間） １２：００ 

 ② 入浴 

    入浴又は清拭を行います。寝たきりの方でも機械浴槽を使用して入浴す 

      ることができます。 

   ③ 排泄 

    ご契約者の排泄の介助を行います。 

   ④ 機能訓練 

    ・機能訓練指導員により、ご契約者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに

必要な機能の回復またはその減退を防止するための訓練を実施します。 

    ・外部リハビリテーション専門職と連携し、機能訓練のマネジメントを行います。 

   ⑤ バイタルチェック 

    看護師により毎日の健康診断 

⑥ 全館禁煙 

 契約者の敷地内での喫煙は出来ません。 

 

 

 

 



4 
 

 

＜サービス利用料金（１回あたり）＞（契約書第７条参照） 

下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料から介護保 

険給付費額を除いた金額（自己負担）をお支払いください。 

（上記サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。） 

通所介護  

 

単位数 １割負担 

負担金 

２割負担 

負担金 

３割負担 

負担金 
 

利 

用 

料 

要介護１        ５８４単位 ５８４円 １,１６８円 １,７５２円 1 日につき 

要介護２        ６８９単位 ６８９円 １,３７８円 ２,０６７円 1 日につき 

要介護３        ７９６単位 ７９６円 １,５９２円 ２,３８８円 1 日につき 

要介護４        ９０１単位 ９０１円 １,８０２円 ２,７０３円 1 日につき 

要介護５        １,００８単位 １,００８円 ２,０１６円 ３,０２４円 1 日につき 

個別機能訓練加算 

（Ⅰ）イ 

５６単位 ５６円 １１２円 １６８円 1 日につき 

入浴介助加算（Ⅰ） ４０単位 ４０円 ８０円 １２０円 1 日につき 

科学的介護推進 

体制加算 

４０単位 4０円 ８０円 １２０円 1 月につき 

サービス提供体制 

強化加算（Ⅰ） 
２２単位 ２２円 ４４円 ６６円 １日につき 

介護職員処遇改善 

加算 I  

所定単位数×サービ

ス別加算率（9.2％） 

所定単位数は、基本

サービス費に各種加

算を合計したもの。

なお、減算時は減算

の単位数となる。当

該加算は区分支給限

度基準額から除外さ

れる。 

1 月につき 

   

注１ 加算費用については、対象となる費用のみ記載する。 
注２ 送迎を行わない場合、片道につき 47単位の減算とする。 
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【介護保険給付対象外サービスの利用料】 

昼食代・おやつ代 ６５０円 

オムツ代 
紙おむつ代（L）1枚１２０円（M）１１０円、紙パンツ代（L）１

００円、パット代 1枚５０円 

その他日常生活費 
１ 利用者の希望により購入する身の回り品  実費 

２ 利用者の希望による教養娯楽費用  実費 

 

※ 送迎費については介護保険サービスに含む ※送迎を行わない場合、片道/４７円減算 

※ 介護職員処遇改善加算（Ⅰ）：1ヶ月利用分の総単位数に 5.9％を掛けた金額 

※ 介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）：1ヵ月利用分の総単位数に 1.2％を掛けた金額 

※ 介護職員等ベースアップ支援加算：１ヵ月利用分の総単位数に 1.1％を掛けた金額 

※ 各種加算は負担割合により金額が変更となります。記載してある金額は１割負担の金

額です。 

＊ 各種加算（該当者のみ） 

☆ 口腔機能向上加算 1 回あたり（月 2 回まで。原則 3 ヶ月）        150 円 

☆ 若年性認知症利用者受入加算  １日あたり                60 円 

☆ 個別機能訓練体制加算（Ⅰ）イ １日あたり                56円 

☆ 認知症加算          １日あたり                60 円 

☆ 中重度者ケア体制加算     １日あたり                45 円 

☆ ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）    １月あたり                30円 

☆ ＡＤＬ維持等加算（Ⅱ）    １月あたり                60円                          

☆ 科学的介護推進体制加算    １月あたり                40円 

※ ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいっ 

たんお支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が払い戻 

されます（償還払い）。また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとな 

ります。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項 

を記載した「サービス提供証明書」を交付します。 

 

（２） 介護保険の給付対象とならないサービス（契約書第５条、第７条参照） 

    以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。 

＜サービスの概要と利用料金＞ 

①  食事の提供（おやつ代も含みます） 

     料金 ： １回あたり６５０円 

   ② レクリエーション行事 

    ご契約者の希望によりレクリエーション行事に参加していただくことができます。 
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     利用料金 ： 参加して頂いたレクレーションにより異なります。 

            

 ③ 日常生活上必要となる諸費用実費 

     日常生活品の購入代金等ご契約者の日常生活に要する費用でご契約者に 

    負担いただくことが適当であるものにかかる費用を負担いただきます。 

     紙おむつ代 ：（Ｌ）  １２０円 

   ：（Ｍ）  １１０円 

     紙パンツ代 ：（L）     １００円 

     パット代            ５０円 

   ④ 移送に係る費用    １回 ２,０００円 

 

   ☆ 経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更す 

    ることがあります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を 

    行う２ヶ月前までにご説明します。 

 

 （３） 利用料金のお支払い方法（契約書第７条参照） 

     前記（１）、（２）の料金・費用は、各月末ごとに計算し、ご請求しますので、翌

月２０日又は翌月２７日までに以下の方法でお支払いください。 

    【支払い方法】  自動振替サービス 

    【委託先】    水戸信用金庫 I-NET代金回収サービス ※1 

    【請求締結日】  月末日 

    【振替日】    翌月２０日 

    【手数料】    ７７円 ご家族様負担 

    【通帳印字】   トキワギエン 

     ※1 I-NET代金回収サービス お取り扱い金融機関 

        ■ 常陽銀行  ■ 筑波銀行  ■ 水戸信用金庫 

        ■ 結城信用金庫  ■ 茨城県信用組合  ■ 農協 

 

  

 

４月 10月
５月 11月
６月 12月
７月 1月
８月 2月
９月 3月

運動会、買い物
クッキング
クリスマス会

初詣
節分

ひな祭り、クッキング、花見

クッキング
運動会

あじさいドライブ
七夕、クッキング

夏祭り
敬老会
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（４） 利用の中止、変更、追加、（契約書第８条参照） 

   ・利用予定日の前に、ご契約者の都合により、通所介護サービスの利用を中止又 

は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合に 

はサービスの実施日の前日までに事業所に申し出てください。 

   ・ サービス利用の変更・追加の申し出に対して、ときわ木園の稼動状況によりご 

契約者の希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時をご 

契約者に提示して協議します。 

 

   ・ 利用予定日の前日に申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた 

場合、取消料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。但しご契約 

者の体調不良等正当な事由がある場合は、この限りではありません。 

 

 

５．非常災害対策について 

     施設サービス提供中に、天災その他の災害が発生した場合、職員は利用者の避難

等適切な措置を講ずるものとします。また、管理者は消火設備、非常放送設備等非

常時に備えて必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する消防計画、避難計画

等を立てて、職員及び利用者が参加する訓練を定期的に実施します。 

 

６．サービス提供事故発生時の対応について 

    ○サービス提供中に事故が発生した場合は、別途の「緊急時及び事故対応マニュア

ル」に沿って対応致します。その際に、利用者及びご家族の安全と権利を守るよう

に努力するとともに、可能な限り事前に利用者及び家族の納得、ご了解が得られえ

るようにいたします。 

    ○事業者は本契約に基づくサービスの実施に伴って自己の責に帰すべき事由によ

り契約者に生じた損害に対し賠償する責任を負います。 

    ○サービス提供中に事故等が発生した場合には、速やかにご家族、関係各所に報告

いたします。 

 

 

 

 

 

 

利用予定日の前日までに申し出があった場合
利用予定日の前日までに申し出がなかった場合

無料
当日の利用料金の１０％
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７．苦情の受付について（契約書第 23条参照） 

 （１） 当事業所における苦情の受付 

     当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

 

     苦情受付窓口   （施設長）         藤井 渚 

              （管理者）生活相談員兼務  大月 加代子 

受付時間      随時 

     また、苦情・御意見箱を受付に設置しています。  

 

 （２） 運営法人における苦情処理第三者委員による苦情受付 

   第三者委員 

     大山 宏冶    ０９０－１５４０－０１０ 

     宇佐美 昌子   ０２９－２９２－１３４９ 

   

 

（３） 行政機関その他苦情受付機関 

                   

    

茨城県国民健康保険 所在地   茨城県水戸市笠原９７８－２６   

         団体連合会 
電話番号    ０２９ （３０１） １５６５ 

ＦＡＸ    ０２９   (３０１)  １５７９ 
    

茨城県   所在地   茨城県千波町１９１８    

社会福祉協議会 
電話番号    ０２９ （２４１） １１３３ 

ＦＡＸ    ０２９   (２４１)  １４３４ 
    

茨城町役場   所在地   茨城県東茨城郡茨城町小堤１０８０   

   福祉課介護保険係 電話番号    ０２９ (２９２） １１１１    

水戸市役所 所在地   茨城県水戸市中央１丁目４－１   

         介護保険課 電話番号    ０２９ （２２４） １１１１     

大洗町役場   所在地   茨城県大洗町磯原町６８８１－２７５    

福祉課 電話番号    ０２９ （２６７） ５１１１     

 

 

８.第三者評価における実施状況  無 
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令和      年      月      日    

 

 指定通所介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を 

行いました。 

 

デイサービスセンターときわ木園 

説明者職員                氏名                

 

 私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定通所介護サービスの 

提供開始に同意しました。 

 

 利用者住所 

 

                      氏名                

 家族又は代理人住所 

 

 

                      氏名                

 


